
 

 

◎「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」（平成 21年９月 30日保発 0930第 1号等） 新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分） 
改     正     後 現     行 

第二 改正の具体的内容 
 

１ 健康保険法施行規則の一部改正（改正省令第１条関係） 

出産育児一時金等の重複申請を防ぐため、申請書の添付書類として、

同一の出産について重複申請をしていないことを示す書類を追加する

こと。 

なお、申請書に添付すべき「重複申請をしていないことを示す書類」

としては、一般的には、次のいずれかの書類とする。 
 

・直接支払制度及び出産育児一時金等の受取代理制度を利用しない

場合は、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」

（平成 23年１月 31日保発 0131第２号）（以下「局長通知」とい

う。）別添１「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」

実施要綱第２の２（２）②に定める、医療機関等から交付される

直接支払制度を用いていない旨の記載がなされた出産費用の領収

書 
・出産育児一時金等の受取代理制度を利用する場合は、局長通知別

添２「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱に定める出産

育児一時金等支給申請書（受取代理用） 
また、被保険者等又はその被扶養者が海外で出産した場合には、直接

支払制度を利用することは考えられないが、健康保険法第 106条に関す

る出産育児一時金等の重複申請の可能性を排除できないため、下記の事

項を記載した文書を添付することとする。 

・申請先の保険者以外で申請することが可能な保険者（以下「他の保

険者」という。）には申請していない旨 

・他の保険者に申請していないことについて、申請先の保険者が当該

保険者に確認することに同意する旨 
・他の保険者の連絡先 

第二 改正の具体的内容 
 
  １ 健康保険法施行規則の一部改正（改正省令第１条関係）   

出産育児一時金等の重複申請を防ぐため、申請書の添付書類として、

同一の出産について重複申請をしていないことを示す書類を追加する

こと。 
なお、申請書に添付すべき「重複申請をしていないことを示す書類」

としては、一般的には、次の２種類の書類を合わせて添付することとす

る。 
・「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについ

て」（平成 21 年５月 29 日保発第 0529009 号）別添「出産育児一時

金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱（以下単に「実施要

綱」という。）第２の２の（１）に定める医療機関等から交付される

代理契約に関する文書（直接支払制度に係る医療機関との代理契約

の締結の有無及び申請先となる保険者の名称を示すもの） 
・実施要綱第２の２（２）②に定める医療機関等から交付される出産費

用の領収・明細書（上記の代理契約の締結の有無に基づいて、実際に

出産費用の支払に関する手続きが行われたことを示すもの） 
また、被保険者等又はその被扶養者が海外で出産した場合には、直接支

払制度を利用することは考えられないが、健康保険法第 106 条に関する出

産育児一時金等の重複申請の可能性を排除できないため、下記の事項を記

載した文書を添付することとする。 
・申請先の保険者以外で申請することが可能な保険者（以下「他の保険

者」という。）には申請していない旨 
・他の保険者に申請していないことについて、申請先の保険者が当該保

険者に確認することに同意する旨 
・他の保険者の連絡先 


